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　とある日の夕刻、我が家のインターホンが鳴り、通話ボタンを押すと、「近所で工事をし
ているので挨拶に来ました」と話す作業服を着た男性の姿がモニターに映っていました。こ
れは消費生活相談員の現場でよく耳にする、悪質なリフォーム工事業者が勧誘する際の第一
声ではないか！と、ちょっとした有名人に遭遇した気分になりました。

　その時は業者の挨拶には応答せず無視してしまったので勧誘が目的の訪問だったのかは分
かりませんが、近所で工事など行われていなかったことは確かです。もし本当にリフォーム
勧誘が目的の訪問だったとしたら、特定商取引法違反が疑われる勧誘方法です。そのような
業者とは話をすること自体避けるべきです。

　挨拶に来たと言いながら、お宅の屋根が気になったなどとリフォーム工事の話をしだした
ら、出来るだけ早い段階で「勧誘でしたらお断りします」ときっぱり伝える必要がありま
す。一方で、消費生活センターへ相談された方の多くが、ただの挨拶だと思って油断し、思
わず業者の話に耳を傾け契約に至ってしまうというのも分かるような気がしました。

　“思わず”とか、“ついうっかり”などということは誰にでもあることで、“自分は大丈
夫”と思って油断していると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があることを実感した
出来事でした。
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